
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◆オンライン申請について 

 川崎市簡易版電子申請サービス（LoGo フォーム）により、下記の申請書類をアップロードし申請してく

ださい。なお、従来の紙の申請書による申請も引き続き可能です。 

  

 

 

 

 

 
 
 

 その他にも下記の道路に関する申請等について、オンライン申請が可能となっておりますので、ご利用ください。 
 
 ■ 道路幅員証明交付申請     ■ 土砂等運搬協議           

 ■ 境界確定等             ■ 公共基準点           ■ 境界標の保全      ■ 寄附・売払い 

・土地境界確定等申請書           ・公共基準点使用承認申請書     ・境界標調査報告書       ・事前調査依頼書（道水路敷の寄附・売払い等） 

・土地境界確定図交付申請書        ・公共基準点使用報告書 

・土地境界承諾書交付申請書        ・公共基準点保全届及び報告書 

 

◆認定書発行部数の変更について 

 従来は、申請車両台数分の認定書も発行しておりましたが、オンライン申請の開始にあわせて、申請単

位での発行とさせていただきますので、通行車両分については、複写した認定書を携帯してください。 
 

 

 

 

 

令和６年４月１日から 
特殊車両の通行認定のオンライン申請が可能となります。 

また、オンライン申請の開始にあわせて、認定書の発行部数を変更 
するため、窓口での申請書類の提出部数が一部変更となります。 

オンライン申請は 

こちらから 
 

 川崎市 道路 各種証明 で検索 
 

https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/ 
category/28-6-6-3-5-0-0-0-0-0.htmｌ 

 

川崎市ＨＰ「道路に係わる各種証明・閲覧」のページの 

申請する各区各役所道路公園センター

「財産管理担当 電子申請」から申請 

特殊車両通行認定の 

オンライン申請を開始します！！ 

お問合せ先 
 

■ 個別の申請手続き及び申請に関すること   各区役所道路公園センター 財産管理担当 

川崎区／電話：044－244－3206     幸 区／電話：044－544－550０   中原区／電話：044－788－2311    

高津区／電話：044－833－1221     宮前区／電話：044－877－166１   多摩区／電話：044－946－0044 

麻生区／電話：044－954－0505 

■ オンライン申請手続きに関すること        建設緑政局道路河川管理部路政課  電話：044－200－3810 

 

 申請書類 （令和６年４月～）   ※部数は紙の申請書による申請の場合  

① 申請書（様式第一） １部      ② 申請書（様式第二） １部   

② 通行経路表（様式第三） ２部   ④ 経路図（申請箇所） ２部  

⑤ 申請時に有効な自動車検査証等の写し １部  

※電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項も一緒に提出ください。 

⑥ 車両内訳書（様式第四） ２部 ※複数車両を申請する場合に限る。 

https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/

